
国際局国際機構課課長補佐

御友 重希

10月15日（土）、16日（日）、中国河北省香河（北京近郊）に位置するGrand Epoch City（第

一城市）において、Ｇ20（20ヶ国財務大臣・中央銀行総裁会議）が開催され、我が国から谷

垣財務大臣、福井日本銀行総裁及び渡辺財務官が出席し、「グローバルな協力：均衡のとれた

秩序ある世界の経済発展の促進」をテーマに、現下の経済・開発問題、国際金融機関の改革

等について議論が行われた。また、16日には、午前の会議の前後に谷垣大臣がデ・ラトＩＭ

Ｆ専務理事、コステロ豪財務大臣と会談し、ＩＭＦの改革等について意見交換が行われた。

本稿では、会議終了後に出されたＧ20コミュニケ（共同声明）の内容を中心に、これらの会

議・会談の概要について紹介することとしたい。

１．Ｇ20について

Ｇ20とは、Ｇ７等先進国と主要な新興市場国

が、国際経済問題について議論し、世界経済の

安定的かつ持続可能な成長の達成に向けて協力

することを目的とした、大臣・中央銀行総裁レ

ベルの会合で、年１回（準備会合は年２回）開

催されている。アジア通貨危機等により、国際

金融システムの議論を行うに際しては、Ｇ７に

加え、国際資本市場へのアクセスを有する主要

な新興市場国の参加が必要とされることが認識

されたことを受け、1999年６月のケルン・サミ

ットにおけるＧ７蔵相会合において創設が合意

された。アジア地域からは、我が国を含め５か

国が参加している。

Ｇ20の正式メンバーは、Ｇ７（日、米、英、

独、仏、伊、加）、豪州、中国、韓国、インド

ネシア、インド、サウジアラビア、南アフリカ、

ロシア、トルコ、ブラジル、アルゼンチン、メ

キシコの19か国の財務大臣、財務大臣代理、中

央銀行総裁、並びに、ＥＵ議長国財務大臣及び

財務大臣代理相当、欧州中央銀行総裁とされて

おり、その他、国際通貨金融委員会（ＩＭＦ

Ｃ）議長、世銀・ＩＭＦ合同開発委員会（Ｄ

Ｃ）議長、ＩＭＦ専務理事、世銀総裁がオブザ

ーバーとして参加している。昨年はドイツ、今

年は中国、来年は豪州が議長国で、再来年は南

アが立候補し、了承された。今回、中国が初め

て議長国を務める中、日本から谷垣大臣、福井

日銀総裁が出席し、各国からも、米国のスノー財

務長官、グリーンスパン連邦準備制度理事会議長

をはじめ、英国のブラウン蔵相、フランスのブル
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トン経済・財政・産業大臣、豪州のコステロ財務

大臣、中国の金人慶財政部長、韓国の韓悳洙（ハ

ン・ドクス）財政経済部長官などが参加した。

２．現下の経済・開発問題

Ｇ20は、Ｇ７等の先進国に加え、世界の主要

な新興市場国や、サウジアラビア、インドネシ

アといった産油国が参加している国際会議であ

り、石油価格の動向等の国際的な経済情勢に関

し、各国代表間でこれらの国の視点を含めた意

見交換のできる場となっている。今回、長引く

石油価格の高騰と不安定化が成長を減速させ、

世界経済の不安定化要因となることに懸念が示

され、これらの問題に対する協力を強化するこ

とに合意するとともに、石油価格高騰への対応

として、①投資・生産・精製能力の拡大、②適

切なフォーラムを通じた石油供給者と消費者の

間の対話の促進、③新技術の採用と移転を含む

省エネルギーと効率化の促進、④代替及び再生

可能エネルギー源の開発、及び⑤石油製品補助

金削減、が重要であるとの点で認識が一致した。

これらを受け、現下の経済・開発問題につい

ては、まず、一部の開発途上国における低成長

と貧困の拡大を認識する一方で、世界経済が基

本的に拡大を続けていることが歓迎され、他方、

石油価格の動向や世界的不均衡の拡大等がリス

ク要因になっていることが指摘され、これらの

問題に対し、各国が責任を共有するとの考え方

に立ち、必要な政策を推進していく決意が表明

された。また、開発問題に関しては、国連ミレ

ニアム・レビュー・サミットの成果及び国際社

会におけるミレニアム開発目標（ＭＤＧｓ）に

向けた前進に注目し、ＭＤＧｓの達成に向けた

Ｇ20の強固なコミットメントを示すため、コミ

ュニケ（共同声明）と合わせて「世界的開発問

題に関するＧ20声明」が発出され、今後これを

レビューすることとなった。

なお、昨年ベルリンのＧ20で採択された「持

続可能な成長のためのＧ20合意」については、

その重要性が強調された上で、各国が、それぞ

れの特徴に最も適した独自の発展アプローチを

選択することができるようにすべきとされた。

各国の現在の優先的政策課題の概要を記した

「Ｇ20改革アジェンダ」が改訂され、コミュニ

ケに添付された。

３．国際金融機関の改革について

今年は、ブレトン・ウッズ機関（ＢＷＩｓ）

の設立から60周年を迎え、９月の国際通貨金融

委員会（ＩＭＦＣ）にデ・ラトＩＭＦ専務理事

が中期的戦略に関する報告を行った前後から、

これら国際金融機関の機能の一層の改善を目指

す改革の議論が進展している。今回のＧ20では、

ＢＷＩｓ改革に対して強い支持が表明され、コ

ミュニケと合わせて「ＢＷＩｓ改革に関するＧ

20声明」が発出され、ＢＷＩｓにおけるガバナ

ンス、マネジメント及び運営戦略の改善の重要

性を強調することによって、ＢＷＩｓ改革の見

直しに対する支援を図ることとされた。

我が国は、ＩＭＦのガバナンス向上の観点か

ら、クォータ のシェアが世界経済の実勢を反

映することが重要である旨主張している。今回

の会合でもクォータ見直しの原則について来年

９月のＩＭＦ・世銀シンガポール総会までに一

定の合意が得られる旨主張してきたところ、上

記声明において、ＢＷＩｓのガバナンス構造、

即ちクォータとそれに基づくＩＭＦ理事会にお

ける代表権は、世界経済における変化を反映す

べきという原則が再確認されるとともに、シン

ガポールにおける次回ＩＭＦ・世銀総会までに

クォータ改革につき具体的な進展を実現するこ

との重要性が強調された。
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ＩＭＦでは、各加盟国の世界経済における

相対的な地位等を基準として出資割当額（ク

ォータ）が決定されている。各国の投票権シ

ェアはこのクォータのシェアにほぼ比例して

決定されており、この点１国１票方式の国連

関係機関と異なる。また、各国のＩＭＦから

の借入可能金額も、このクォータを基に決定

される。

４．デ・ラトＩＭＦ専務理事、コステ

ロ豪財務大臣との会談

16日朝、会議開始前、谷垣大臣とデ・ラトＩ

ＭＦ専務理事との会談が行われた。ＩＭＦの戦

略的見直しに関し、サーベイランス機能の一層

の改善、クォータ配分の見直しを含むガバナン

スの改革、低所得国支援のあり方等について意

見交換が行われた。最後に、ＩＭＦは今年で設

立60周年を迎えることに関し、谷垣大臣から、

日本や中国では人は60年経つと一度生まれ変わ

るという考えがあり、自分自身も今年その年を

迎えたが、60年というのは重要な節目であり、

日本も積極的に議論を進めたいと述べると、

デ・ラト専務理事は、ＩＭＦも若々しさを失わ

ずに新たな視点を持って進んでいきたいと改め

て決意を示し、来年９月のＩＭＦ・世銀シンガ

ポール総会までの一年、改革に向けて一層の連

携を保っていくことを確認した。

同日午前中、会議の休憩時間を利用して、谷

垣大臣とコステロ豪財務大臣との間で日豪財務

大臣会談が行われた。Ｇ20の来年の議長国は豪

州であり、日本は、来年２月から３月に東京で

ブレトン・ウッズ機関（ＢＷＩｓ）改革に関す

るＧ20ワークショップを開催することを表明し

了承されている。この会談で、谷垣大臣から、

来年のＧ20議長国としての豪州の様々なイニシ

アチブに感謝するとともに我が国としても豪州

を支援する意向を伝え、その観点からも、来年

東京のワークショップを主催したところ、豪州

と相談しながら準備を進めていく旨伝えた。コ

ステロ大臣からは、日本がＧ20ワークショップ

を主催することに対して改めて感謝の意が示さ

れるとともに、日本と豪州とは様々な国際フォ

ーラムで協力しており、また、主要な貿易パー

トナーでもあるので、Ｇ20でも日本からの支援

が不可欠と考えている旨の発言があった。

５．その他

今回のＧ20は、冒頭の開会式から、初めて議

長国を務める中国が、特に大臣会合を主催する

にあたって相当力を入れたことを、各国の参加

者に印象づけた。15日早朝、谷垣大臣、福井総

裁をはじめ各国代表の一行を、宿泊している北

京近郊の会場から１時間かけて北京・人民公会

堂に集め、胡綿濤国家主席が面会、開会式を行

い、一行の前で演説を行った。演説では、各国

の実情に合った発展モデル・経済体制の尊重、

通貨の安定等のマクロ経済政策における対話と

協調の強化、ＷＴＯドーハ・ラウンドの成功に

向けた貿易体制・ルールの改善、開発途上国の

発展援助の必要性、といった、世界経済の均衡

ある発展に向けた「４つの提案」を行った。そ

の後、一行は、再び１時間かけて会場まで戻っ

て、第一セッションの議論が始められた。この

開会式は、他の中国風・西洋風のアトラクショ

ン、巨大な中国風の城壁で囲まれた見渡す限り

の広大な会場Grand Epoch City（第一城市）、

会場と北京の沿道の風景とともに、参加者それ

ぞれに現在の中国を強く印象づけた。

Ｇ20コミュニケ等の合意文書については、財

務省ホームページhttp://www.mof.go.jp/

jouhou/kokkin/frame2.html参照。
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20か国財務大臣・中央銀行総裁会議（Ｇ20）コミュニケのポイント
［2005年10月15、16日 中国 河北省 香河］

１．20か国財務大臣・中央銀行総裁は、中国河北省香河にて、「グローバルな協力：均衡のとれた
秩序ある世界の経済発展の促進」とのテーマの下に第７回会合を開催。

２．一部の開発途上国における低成長と貧困の拡大を認識する一方で、世界経済が拡大を続けてい
ることを歓迎。また、長引く石油価格の高騰と不安定化、世界的不均衡の拡大、そして保護主義
的風潮の高まり等のリスクが下降方向のものとしてあり、不確実性と世界経済・金融の脆弱性を
増幅させる虞があることを強調。我々は責任共有の考え方に立ち、これらの不均衡とリスクを解
決するため、必要な財政、金融及び為替政策を実施し、構造調整を加速させることを決意。

３．長引く石油価格の高騰と不安定化が成長を減速させ、世界経済の不安定化要因となることを懸
念。これらの問題に対する協力を強化することに合意するとともに、投資・生産・精製能力の拡
大及び適切なフォーラムを通じた石油供給者と消費者の間の対話の促進の必要性を強調。新技術
の採用と移転を含む省エネルギーと効率化の促進、代替及び再生可能エネルギー源の開発及び石
油製品補助金削減の重要性を強調。世銀及びＩＭＦの関連する作業の進捗を歓迎。

４．ＷＴＯドーハ開発ラウンドの成功が、グローバル化が全ての国にとって真に有益なものである
ことを保証する上で重要であることに合意し、ミレニアム開発目標（ＭＤＧｓ）を達成するため
に主要な貢献を行う。全ての関係者に対し、ＷＴＯ香港閣僚会議において、真の前進を成し遂げ
ることを要請。

５．ブレトン・ウッズ機関（ＢＷＩｓ）改革の必要性について議論し、それに対して強い支持を行
うことにコミット。「ＢＷＩｓ改革に関するＧ20声明」を発出し、BWIsにおけるガバナンス、
マネジメント及び運営戦略の改善の重要性を強調することによって、BWIs改革の見直しに対す
る支援を図る。

６．国連ミレニアム・レビュー・サミットの成果及び国際社会におけるＭＤＧｓに向けた前進に注
目。ＭＤＧｓの達成に向けた、Ｇ20の強固なコミットメントを示すため、我々は「世界的開発問
題に関するＧ20声明」を発出し、今後これをレビューすることとした。

７．人口高齢化が、経済成長、社会保障及び金融・労働市場に対して与える影響について議論。移
民送金が、移民の母国において、経済発展と貧困削減に多大な貢献をしたことを認識。各国及び
国際機関に対し、送金サービスを改善し、正規の金融制度へのアクセス及び知識を高め、より良
いデータを収集することで取引コスト削減に貢献できるよう協働することを要請。

８．2004年にベルリンで採択された「持続可能な成長のためのＧ20合意」の重要性を強調。各国が、
それぞれの特徴に最も適した独自の発展アプローチを選択することができるようにすべき。各国
の現在の優先的政策課題の概要については、別添のＧ20改革アジェンダを参照。

９．昨年合意された「税目的の透明性と情報交換に関するＧ20声明」に対する我々のコミットメン
トを再確認。

10．国際債券市場における、集団行動条項（ＣＡＣｓ）の利用拡大の動きの進展に注目。「新興市
場における安定的な資本フローと衡平な債務再編のための原則」に関する合意を広める借入国と
民間セクターの努力を歓迎。

11．2005年本年のＧ20議長を務めた中国に感謝し、2006年の議長国オーストラリアの下で、共同の
取組を継続。2007年の議長国を南アフリカが務めることに合意。
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ブレトン・ウッズ機関改革に関するＧ20声明のポイント

我々、20か国財務大臣・中央銀行総裁は、ブレトン・ウッズ機関（ＢＷＩｓ）がマクロ経済と金
融の安定化、経済成長及び貧困削減を促進するうえで果たすべき重要な役割を強調。我々は、ＢＷ
Ｉｓがこれらの目的を効率的に果たすことが必要であると認識し、高水準のガバナンスと内部運営
が不可欠であると考える。我々は、ＩＭＦ専務理事による戦略的レビューを歓迎。ＢＷＩｓの今後
の戦略的改革のための「ロード・マップ」を発展させるためには、更なる作業が必要。ＩＭＦの戦
略的レビューの更なる具体化を期待。

貿易や金融の統合を通じた国際的な相互依存と相互作用の深化、貧困削減と国連ミレニアム宣言
の開発目標の達成に向けた不均等な進展、国際金融危機や外生ショックの予防と解決といった、ダ
イナミックな課題に取組むためには、より革新的なアプローチと新たなコミットメントが必要であ
るとの認識を共有。このような観点から我々は、ＢＷＩｓが、グローバル化した世界経済における
新たな挑戦に対処するために、根本的な使命及び役割を一新させるための戦略的重要性に合意。

（ＢＷＩｓの使命）
我々は、BWIsに求められている補完的役割を再確認し、マクロ経済・金融の安定と開発の促進

が、引き続き極めて重要であることを認識。同様に、我々は、両機関の効率的な協力を一層強化す
るため、これらの目的を効果的に追求し、具体的な進捗を図ることが必要であると信じる。ＩＭＦ
は、マクロ経済及び金融の安定、グローバル経済・国際資本市場へのサーベイランスの実施及び危
機の予防と解決の強化を専ら重視するべき。世界銀行は、後発開発途上国及び新興国への融資及び
技術支援を強化することで、開発を重視するべき。我々は、戦略的見直しの一環として、外部の専
門知識を考慮に入れつつ行う、両機関のマネジメントによる役割分担についてのレビューを歓迎し、
2006年春の国際通貨金融委員会（ＩＭＦＣ）及び開発委員会（ＤＣ）にその結果が報告されること
を期待。

（ＢＷＩｓのガバナンス）
ＢＷＩｓ設立以降、多くの新興市場国が急成長し、先進国間の統合が深化するなか、世界経済は

著しく発展。我々は、BWIsのガバナンス構造、即ちクォータと代表は、経済力における変化を反
映すべきという原則を再確認。Ｇ20は、シンガポールにおける次回ＩＭＦ・世銀総会までにクォー
タ改革につき具体的な進展を実現することの重要性を強調。2008年１月に完了予定のＩＭＦの第13
次クォータ見直しに対する重要なインプットとすべく、クォータ改革のための原則を明確化するよ
う努力。

（ＢＷＩｓのマネジメントと運営戦略）
我々は、ＩＭＦと世銀が両機関の組織上の有効性の向上に取り組むべきであり、戦略的見直しに

おいて内部のガバナンスの改善方法を考慮する必要があると考える。シニア・マネジメントの選任
では、全加盟国の幅広い代表性を確保するべき。

我々は、ＢＷＩｓが、質の高さと成果主義を維持しつつも、加盟国の変化するニーズに応えるた
め、その業務をタイムリーに調整するべきと考える。BWIsは、資金的な強度を確保し、モラルハ
ザードを最小限としつつ、融資の枠組みについて改善を続けると同時に、金融支援のニーズに応え
る最善の方法を検討するべき。

全てのＧ20加盟国は、ＢＷＩｓがその変わらぬ役割を果たすことにコミットしており、今後、戦
略的改革のための方策に努力を傾注。我々はこれらの課題について、2006年のオーストラリアでの
会合で再度議論。
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世界的開発問題に関するＧ20声明のポイント

我々、20か国財務大臣・中央銀行総裁は、先進国と新興市場国との政策対話のための主要なフォ
ーラムの１つとして、Ｇ20が、重要な開発問題の解決に積極的な役割を果たすべきことに合意。

（開発アプローチ）

我々は、各国が自国の経済・社会発展において一義的な責任を果たすことを認識しており、その
ため、各国主導の戦略展開を尊重することが重要。持続的な経済発展には、健全な経済政策、良好
なガバナンスと説明責任が不可欠。成長モデルと開発アプローチの多様性に鑑み、我々は、全ての
国にとって有益となる、多様な開発哲学・戦略・政策に関する対話を強化すべきことにコミット。

（開発のための資金の近代化）

我々は、国際社会に対し、モントレー合意を達成することを要請。そのため、開発途上国に対し
ては、健全な経済・社会政策の構築を、先進国に対しては、開かれた貿易制度、民間資本フロー及
び開発援助の増額を通じて、これらの途上国の行動を支援するよう要請。我々は、政府開発援助
（ＯＤＡ）ＧＮＩ比0.7%の目標達成に向けた、多くのドナーによる最近のタイムテーブル作成に
より利用可能となる、資源の増加を歓迎。我々は、最近ドナーが、開発援助を大幅に増額させるこ
とにコミットしたことに加え、債務救済イニシアティブが、グレンイーグルズ・サミット（Ｇ8）
で開始され、世銀・IMF総会で、両機関の加盟国によって承認されたことを歓迎。我々は、世
銀・IMF両機関の理事会に、これらの提案を実施に移すよう要請。自発的に追求されている、開
発資金のための現行のイニシアティブ及び革新的メカニズムは、追加的な資金を生み出す。我々は、
関係ドナーに対し、これらの革新的提案の利点と実施可能性を探求することを奨励。

（援助効果の向上）

我々は、援助効果の重要性を再度強調。国際的援助が増加するにつれ、より有効な活用を確保す
るための行動が必要。援助効果についての2005年３月２日のパリ宣言は、ドナーによる援助と被援
助国自身の開発戦略との間に整合性を持たせ、ドナーによる援助を調和させ、そして、開発援助の
成果を測定するための新たなステップとなった。

（開発のための貿易の促進）

貿易の自由化と統合が、経済成長と貧困削減の主要な牽引車であることを念頭に、我々は、物
品・サービスへの市場アクセスを大幅に増大させ、貿易歪曲的な国内支持を減少し、すべての形態
の農業輸出補助金を撤廃し、発展途上国には実効性のある特別及び差別的取扱いを設ける必要性を
認識。また、輸出競争力改善の妨げとなる障害を除去するための技術支援とキャパシティ・ビルデ
ィングの強化に加え、調整を緩和するための支援は、後発発展途上国にとって重要。この観点から、
南南貿易の決定的な役割を確認し、後発発展途上国に対し、無関税・無割当の市場アクセスを認め
る方策を模索する。我々はこの分野で、開発途上国、特に後発発展途上国からの物品に対する市場
アクセスの改善について協働することにコミット。我々はまた、開発途上国による、健全な貿易・
投資環境の構築を支援することにもコミット。全ての国は、先進国と開発途上国双方にとって明確
な利益をもたらすドーハ開発ラウンドにおいて成果が得られるよう、真摯な努力を行うべき。

（貧困削減と世界的開発の促進に向けた世界的パートナーシップ）

我々はこの、世界的開発のために共有されたビジョンについてコミット。我々は今後も、先進国
と開発途上国との世界的パートナーシップを実践的に発展させることを継続。我々はまた、持続的
かつ均衡ある成長と貧困の緩和に向けた共通の開発の課題に取組むために、官民パートナーシップ
を含む、国際社会間の協力を更に促進。
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Ｇ20改革アジェンダ2005」のポイント

我々は、「Ｇ20合意」に基づく各国の具体的な政策措置として、下記の改革アジェンダを採択。

アメリカ 税制改革、年金制度改革、医療保険改革

カナダ
均衡財政政策・健全な金融政策の維持、労働政策、研究開発への民間参入促進、
規制改革、税制改革

アルゼンチン 対外収支不均衡の改善、自由貿易化政策

ブラジル 健全なマクロ経済政策、歳出改革

メキシコ 均衡財政政策、財政支出のインフラ等への重点化

ＥＵ 更なる労働市場改革、財政・年金制度の健全化

ドイツ 税制・労働市場・医療・年金制度改革、財政の持続性の確保

フランス
労働市場改革、研究開発投資に向けた官民パートナーシップの推進、財政の持続
性の強化

イタリア
行政手続きの簡素化、エネルギー市場の自由化、研究開発及び科学技術教育への
投資

イギリス 労働政策、科学技術政策、公的サービスの改善

ロシア 教育・公的医療保険制度改革、行政・予算改革

トルコ 金融改革、社会保障制度改革、税制改革、投資環境の改善

南アフリカ
インフラ投資の推進、人的資本の開発、公的サービスの効率性の向上、「二重経
済」格差の解消

サウジアラビア
石油依存率の減少、内外の投資環境の改善、金融・財政持続性の維持、雇用機会
の増進、観光部門の強化、競争政策・貿易協定・地域統合・ＷＴＯ加盟による市
場の拡大

インド
インフラ阻害要因の除去、財政健全化、歳入欠陥の除去、金融市場改革、農業改
革

インドネシア
公的債務管理、金融市場の安定性促進、ガバナンスの改善、金融サービスへの広
範なアクセス確保、国内外の競争力強化、人的資本強化、貧困削減

オーストラリア
労働条件の柔軟性の向上、労働参加率の向上、国際化と国際的関与の促進、中期
的財政・金融政策枠組みによるマクロ経済運営の維持

日本
更なる金融システム改革の推進、郵政事業等の民営化の推進、財政の持続性に対
する一層精力的な取組

韓国
物的・人的資本形成、労働生産性の向上、セーフティーネットの強化、構造調整
の促進

中国
経済制度改革の進展、社会主義市場経済制度の確立、市場制度、近代企業制度、
社会保障制度、マクロ規制制度の更なる発展が行われたことを確認
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